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平成28年度 第２回 神林地区地域審議会 会議録 

 

 

１．開催日時  平成28年11月15日(火) 13:30～15:10 

 

 

２．開催場所  神林支所 ３階第４・５大会議室 

 

 

３．出席委員  大嶋芳美、佐藤巧、松本富雄、竹内友二、阿部元広、須貝愼一郎 

横山吉夫、遠山千賀子、渡邊優子、佐藤政広、野澤十治、伊與部久子 

 

４．欠席委員  なし 

 

 

５．出席職員  鈴木神林支所長 

（事務局） 政策推進課；東海林課長補佐、田村係長、酒井主査 

      自治振興室；瀬賀課長補佐、磯部係長、佐藤主査、平山主査、 

八藤後主査 

 

 

６．傍聴者   なし 

 

 

７．会議次第  別紙のとおり 

 

 

８．会議経過  別紙のとおり 
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平成２８年度 第２回神林地区地域審議会 会議次第 

 

日 時：平成28年11月15日（火）   

午後１時30分～        

場 所：神林支所 ３階第４･５会議室  

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 挨  拶 

 

 

３ 報  告 

 （１）第２次村上市総合計画の概要について       ・・・資料１ 

 

 （２）各地域審議会からの提言について         ・・・資料２ 

 

 

４ 議  事 

 （１）合併市町村基本計画登載事業の取扱いについて         ・・・資料３ 

 

 

５ そ の 他 

 

 

 

６ 閉  会 
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会 議 経 過 

 

１ 開会（13：30） 

事 務 局； 時間となりましたので、ただ今から平成28年度第２回神林地区地域審議会を

開会します。はじめに、大嶋会長よりご挨拶を申し上げます。 

 

２ 挨拶 

会  長； 本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。今年度

２回目の神林地区地域審議会となりますが、皆さまからの忌憚のないご意見を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

事 務 局； ありがとうございました。それでは、引き続き規定によりましてこれからの

議長を会長にお願いします。 

 

３ 報告 

（１）第２次村上市総合計画の概要について 

会  長； それでは、３番の報告の（１）第２次村上市総合計画の概要について、事務

局から説明をお願いします。 

事 務 局； 資料の説明に入る前に、今回の第２次村上市総合計画については、第１次村

上市総合計画同様に理念や目標など記載しました基本構想、施策や基本などを

記載しました基本計画、具体的な事業を記載しました実施計画の三つで構成さ

れています。 

      計画期間については、平成29年度から平成33年度までの５カ年です。 

      第２次村上市総合計画については、21名の審議委員によります村上市総合計

画審議会において審議したものです。当神林地区地域審議会の中からも大嶋芳

美会長、渡邊優子委員にも出席していただいています。 

      この度、11月１日に基本構想並びに基本計画について答申を受けましたので、

本日その内容について説明させていただきます。 

      なお、こちらの第２次村上市総合計画につきましては、12月議会に議案とし

て上程いたします。 

      【第２次村上市総合計画の概要について説明】 

会  長； ただ今、事務局から説明がございましたが、ご質問等ございませんか。 

委  員； 合併後10年が経とうとしていますが、この間、社会情勢も変わってきていま

す。各地区の地域審議会からの提言の取り扱いについては、第２次村上市総合

計画の実施計画の中で具体的に反映されていくものなのですか。 

事 務 局； 各地区から出されました提言については、予算など様々な要因がありすべて

反映されるわけではありませんが、実施計画においてはより具体的に取り入れ

られるものもあります。 

委  員； 政策３－１「経営の安定化と魅力ある農業づくり」、「１ 農地・農業用施設

保全活動の支援」の「●農業用施設の整備や長寿命化を図ります。」とありま

すが、市の方から補助金など出しているのですか。 
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事 務 局； 神林地区であれば、圃場整備により整備されましたポンプ場などの土地改良

施設が対象だと思われます。 

委  員； 政策２－10「良好な住環境の整備」、「２ 木造住宅の耐震性強化」の「●耐

震診断、耐震改修に対する補助制度、リフォーム助成事業の活用により経費負

担の軽減を図ります。」とありますが、市の方から補助金など出しているので

すか。 

事 務 局； 一般住宅を対象に耐震診断、耐震改修につきましては、現在も市の方から補

助をしています。リフォーム助成につきましては、昨年度から始まりました。 

委  員； 耐震診断の内容については、どうなっていますか。 

事 務 局； 耐震診断の補助率は、はっきりと言えませんが、木造住宅の耐震診断を行う

場合に費用を補助します。 

委  員； これからの５年間、まちづくりを進めていくうえで市長、副市長のもっとも

力を入れていきたいお考えはありますか。 

事 務 局； 今回、第２次村上市総合計画を策定するうえで、どこにもっとも力を入れた

いかは、はっきりと言えませんが、やはり、人口減少問題が一番の課題となっ

ていますので、その関連したものが重点的に取り組むことになるかと思います。 

委  員； 今後、東京オリンピックを迎えるわけですが、一番重要となりますインバウ

ンド関係が第２次村上市総合計画の中に載ってきていませんので検討をお願

いします。 

事 務 局； 政策３－５「観光誘客活動の展開とおもてなしの環境づくり」、「１ 訪日外

国人観光客増加対策」に外国人観光客に対する取り組みの観点を記載させてい

ただきました。インバウンドという表現はしていませんが、今後は東京オリン

ピックについても含め幅広く考えていきたいと思います。 

委  員； 第１次村上市総合計画に「施策の成果指標」が載っていますが、指標項目ご

とに見ていきますと目標値の根拠が解らないものがあります。例えば「協働の

まちづくりの推進」についてですが、１点目が「市ホームページアクセス件数」

につきましては、目標値が70万件とありますが、これが「まちづくり」とどう

いう関係があるのかわかりません。２点目が「パブリックコメントの実施率」

についてですが、平成24年度目標値が100％、平成28年度目標値が100％とあり

ますが、実施すれば100％。実施しなければ０％、という評価はあまりよくわ

かりません。３点目が「まちづくり協議会設置数」についてですが、平成24年

度目標値が10団体、平成28年度目標値が22団体、現在17団体ですが今後、小学

校も減っていくわけなのに、右肩上がりに増えていく根拠がわかりません。い

ずれにしても、目標に対しての成果があっていないように思われますので、第

２次村上市総合計画を策定するにあたりましては、人口も減っていくわけです

ので他の基本目標も含め評価項目との整合性を図っていただきたいと思いま

す。 

事 務 局； 総合計画審議会からは、第２次村上市総合計画の基本計画の中で主な目標値

を定めたうえで答申をいただいていますので、先ほどの件につきましては、ご

理解をよろしくお願いしたいと思います。 
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（２）各地域審議会からの提言について 

事 務 局； 今回、第２次村上市総合計画を作成するにあたり、昨年、各地区の地域審議

会の皆さま方よりご提言いただきました内容が、第２次村上市総合計画のどこ

に反映されているかを記載したものが資料２となっています。 

      【各地域審議会からの提言について説明】 

会  長； ただ今、事務局から説明がございましたが、ご質問等ございませんか。 

委  員； 岩船沖洋上風力発電の進捗状況はどうなっていますか。 

事 務 局； 直接の担当課ではありませんが、今月中に事業性評価が発表されると聞いて

います。市としては推進するということで進めています。 

委  員； 市では現在、当地域も含め畜産の悪臭について問題となっていますが、どう

なっていますか。 

事 務 局； 現在、管内の畜産農家を対象に戸別に、普及指導センターと一緒に指導を行

っているところです。併せて、定期的に臭気の調査も行っています。また、畜

産関係者に先月集まっていただきまして、臭気対策の話し合いもしました。市

では新年度予算で悪臭対策を講じていく計画となっています。 

委  員； 資料２の「総合計画への反映」の項目の空欄部分についてですが、もう１項

目付け加えていただきまして、対応策を記載していただければもっと解りやす

かったです。 

事 務 局； 今後、このような資料を作成する際は、細かく明記するよう対応させていた

だきます。 

 

４ 議事 

（１）合併市町村基本計画登載事業の取り扱いについて 

会  長； それでは、４番の議事の（１）合併市町村基本計画登載事業の取り扱いにつ

いて、事務局から説明をお願いします。 

事 務 局： 合併市町村基本計画につきましては、第１回目の地域審議会において進捗状

況を報告しましたが、この度、担当課と協議し実施中事業と未着手事業に分け

てまとめたものが資料３となります。 

      【合併市町村基本計画登載事業の取り扱いについて説明】 

会  長； ただ今、事務局から説明がございましたが、ご質問等ございませんか。 

委  員； 埋蔵文化財センター建設事業については、公共施設の空きスペースの有効利

用により建設は行わないということですが、公共施設の空きスペースの有効利

用とはどういうことを指しているのか教えてください。 

事 務 局； 生涯学習課との協議において、学校の空きスペースを収蔵や保管に利用する

こととして、空き校舎をリニューアルも含めての公開や展示場所として利用し

たいと考えています。 

委  員； ここでいう公共施設とは、学校以外の空きスペースのことを言っているので

すか。 

事 務 局； 学校も含めた公共施設を言っています。 
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委  員； 現在、展示できる施設は「縄文の里」しかありませんが、村上駅を降りた観

光客には、遠すぎるので困っている状況とのことです。それ以外のところでセ

ンター的な役割ができる施設、例えば新津にある「弥生の丘展示館」のように、

施設とその近くには「新潟県立植物園」があり、いつ行っても見学できるよう

なセンター的な施設を考えてはもらえないでしょうか。 

事 務 局； 生涯学習課としては、展示ができる埋蔵文化財センターのような施設を作り

たい思いはあるのですが、現状は「縄文の里」で展示公開を行っている状況で

す。また、各施設を利用しての一時的な展示公開も行っています。 

委  員： 今後「山元遺跡」が国史跡指定となりますと、市内には「平林城跡」「村上城

跡」「山元遺跡」の三つが国指定史跡となります。保管だけでなく展示できる

ような施設を考えていないのですか。 

事 務 局； 生涯学習課の方では重々承知しています。 

委  員； 「縄文の里」には、奥三面遺跡の土器など素晴らしいものがたくさんありま

すので、是非、観光客がいつでも見学できるような常設施設の配慮をお願いし

ます。 

委  員； 素晴らしい文化財遺跡が門前谷小学校や茎太小学校などの山手の方の小学校

に保管されていますが、盗難が心配されます。市街地に近い公共施設などに保

管を考えていただきたいと思います。 

事 務 局； いただきましたご意見につきましては、生涯学習課の方に伝えておきます。 

委  員； 小中学校施設整備事業についてですが、洋式トイレと和式トイレの割合を教

えてください。 

事 務 局； 現状は把握していません。後日、トイレ改修の年次計画も併せて報告します。 

委  員； 百姓やってみ隊推進事業についてですが、どのようなことをやっているのか

教えてください。 

事 務 局； 旧山北町の時に、嫁婿対策として始まった事業です。週末に町外から参加い

ただきました方と百姓体験を通じて交流を図ってきました。平成27年度からは、

まちづくり協議会が事業主体となって、市外の方との交流を目的に現在も山北

地区で継続実施しています。 

委  員； まちづくり協議会についてですが、今後、学校が統合したからといってまち

づくり協議会も一緒になる考えは間違っていると思います。あくまでも小学校

区を一つとして今後も継続していただきたいと思います。 

事 務 局； まちづくり協議会の設置数につきましては、当初、各地区の地域審議会で審

議し決めていただいたものですので、これからの学校統合に向けましても、地

域審議会におきまして審議していただきたいと思います。 

事 務 局； また、各地域まちづくり協議会長会議や各地域のまちづくり協議会会議にお

いても検討をお願いしたいと思います。 

 

５ その他 

会  長； その他について、何かございませんか。 

委  員； 神林地区の宿田地内にありました旧保育園跡地の利用は、今後、計画などあ
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るのでしょうか。 

事 務 局； 昭和41年当時、宿田区と宿田区のお寺から寄付をいただいた土地です。現在、

保育園も合併しましたので、今年度中に宿田区と宿田区のお寺にお返しします。 

委  員； 関連して今後の固定資産税についてお聞きします。 

事 務 局； 宿田区は固定資産税がかかりますが、宿田区のお寺については宗教法人とな

りますので非課税となります。 

委  員； 今後、宿田区には課税されていきますので、市の土地にはできないでしょう

か。 

事 務 局； その件につきましては、逆に宿田区の方からお返ししていただきたいという

ことでありました。 

委  員； 地域審議会委員名簿のＮＰＯ法人 希楽々の代表の渡邊優子さんの職名を副

理事長から理事長に訂正をお願いします。 

事 務 局； 申し訳ございませんでした。修正をお願いします。 

会  長； 他にございませんか。無いようであれば、これで質疑を終わります。 

副 会 長； 本日、出されましたご意見につきましては、今後の第２次村上市総合計画に

反映させていただきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。本日は

ありがとうございました。 

 

６ 閉会（15:10） 


